
困難な状況にある子ども・若者を農業などの体験を通して支援する 
 
 

   支援団体大募集！ 
 
 
 

 

 

 
 

〇農業体験（39ふぁ～む） 

活動 実施回数 

今津リフレッシュ農園 

（福岡市西区今津） 

月３回 

福岡市立中央児童会館「あいくる」屋上 

（福岡市中央区今泉１丁目） 

月２回 

三苫 LFCコミュニティガーデン 

（福岡市東区三苫８丁目） 

月２回 

農作物の加工品製造、販売会 年５回程度 

〇自分を知り社会で役立つコミュニケーション等を学ぶ 

オンライン講座（３９スクール）【月１回、ハイブリッド形

式】 

〇代表者会議【月１回、オンライン又は対面】 

※活動に必要な物品と交通費（一部）支給 

※各団体、無理のないペースで参加できます。 

 

 

（１）市内において困難な状況にある子ども・若者を 

  支援している団体 

（２）農園等の活動に、責任を持って参加することが 

できる団体 

※活動の際は、団体の責任者が若者を引率し、一緒にご参加ください。 

農作業のノウハウは専門家が指導します。 

 

 

 

＜提出書類＞ 

①申込書 

②団体の活動内容がわかる資料(パンフレット等) 

＜提出方法＞ 

メール、郵送、持参のいずれかで提出 

＜提出期限＞ 

令和 7年３月 28日（金）まで 

※提出期限後も、随時募集します。 

※提出書類をもとに別に定める基準により審査、決定します。 

 

 

〒 810-8620 

福岡市中央区天神１-８-１ 福岡市役所 13階 

福岡市こども未来局こども健全育成課 

TEL ：711-4188 FAX：733-5534 

MAIL：kenzenikusei.CB@city.fukuoka.lg.jp 

事業について詳しく知りたい場合など、お気軽にお問い合わせください。 

 

１ 活動内容について ２ 支援団体の要件 

 

 

３ 申込方法 ４ 提出先・お問い合わせ先 

福岡市では、ひきこもりや非行など社会生活を営む上で困難な状況にある子ども・若者の立

ち直り支援や就労に向けた一歩を踏み出す機会の創出を目的として、「子ども・若者活躍の場プ

ロジェクト」を行っています。農作業等のさまざまな体験を若者と行い、若者の立ち直り等に

向けた活動を行う支援団体を募集します。 

【参加団体の声】 
・精神的に不安定だった若者が、農業体験を通して体力と集中力が持続するようになった。 

・農園に来ることで不登校で引きこもりがちな日々をリセットでき、笑顔が見られるようになってきた。 

・参加当初はコミュニケーションが苦手だった若者が、農作業や販売会を通して自信を持ち積極的になった。 
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